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1. ウォーターPPP について 

下水道事業では、職員不足、施設の老朽化、下水道使用料収入の減少等の課題を抱えており、

解決手法の一つとして官民連携が挙げられています。 

令和 5 年 6月に定められた「PPP/PFI 推進アクションプラン」において、より一層民間の経営

ノウハウの導入による持続可能性の確保等を図る観点から、「コンセッション方式」と、これに

準じた長期契約型の官民連携方式となる「管理・更新一体マネジメント方式（レベル 3.5）」の

新たな官民連携方式の総称である「ウォーターPPP」を積極的に推進する方向性が打ち出されま

した。 

岡谷市（以下本市とする）では、「管理・更新一体マネジメント方式（レベル 3.5）」の導入を

目指し検討を実施しています。 

管理・更新一体マネジメント方式（レベル 3.5）では、以下の 4 要件を満たすことを条件とし

ています。 

 

① 長期契約 

契約期間は、企業の参画意欲、地方公共団体の取り組みやすさ、スケールメリット、投資効果

の発現、雇用の安定、人材育成等を総合的に勘案し、原則 10 年とする。 

② 性能発注 

・民間事業者による創意工夫やノウハウ等を最大限に活用するため、性能発注を原則とする。 

③ 維持管理と更新の一体マネジメント 

・「更新実施型」は、更新（改築）の発注委託まで含む（改築は受託者が実施）。 

・「更新支援型」は、更新計画案策定まで含む（改築は管理者が実施）。 

※本市では、「更新支援型」を想定しています。 

④ プロフィットシェア 

・民間事業者による新技術の導入や維持管理の工夫により生み出されたコスト縮減分（プロフ

ィット）を官民で分配（シェア）する仕組み。 

 

※4 要件の詳細は、巻末の 6 参考資料の 6.3 ウォーターPPP の概要を参照してください。 
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2. 事業の概要 

2.1 対象施設 

（1）対象事業及び処理区 

流域関連岡谷市公共下水道 計画処理人口 43,700 人  計画区域 1,636ha 

 

（2）対象施設 

下水処理場：なし 

※諏訪湖流域下水道へ接続し、豊田終末処理場にて処理を行っているため 

ポンプ場：なし 

マンホールポンプ場：31 箇所 

管路施設：294.3 ㎞（汚水・雨水） 

※対象施設の詳細は下記「業務対象施設」を参照してください。 

 

業務対象施設 

（1）管路（R7.3 月現在） 

種別 管路延長[m] 排除方式 供用開始 包括の有無 

公共 汚水 293,267 分流 昭和 54 年 未導入 

公共 雨水 1,325 分流 昭和 54 年 未導入 

合計  294,592    
※対象施設には管きょの他マンホール、マンホール蓋、取付管、ますを含む。 

 

（２）マンホールポンプ 

種別 
施設数

[箇所] 
排除方式 供用開始 包括の有無 

マンホールポンプ 汚水 31 分流 昭和 54 年 未導入 

合計  31    

 

 

2.2 事業期間 

10 年間（ウォーターPPP のため、原則 10 年間） 

 

2.3 事業規模 

事業公募時の予定価格は、過年度の支出額などを基に今後検討する予定です。 

※過年度の支出額は、巻末の 6 参考資料の 6.2 決算書を参照してください。 

 

2.4 対象業務及び業務範囲 

本事業では、管理・更新一体マネジメント方式（ウォーターPPP レベル 3.5）の「更新支援型」

とし、更新工事及び設計は、従来方式を想定しています。 
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3. 性能規定（要求水準）について 

ウォーターPPP ガイドラインでは、導入にあたっては性能発注を原則としていますが、管路施

設については仕様発注から性能発注への段階的な移行についても可能としています。 

本市では、原則を性能発注とし、現状のストックマネジメント計画を踏まえた仕様発注からの

性能発注についても検討を行う予定です。 

 

4. 事業により期待する効果 

民間事業者のノウハウ及び技術力を活用したウォーターPPP（レベル 3.5）の導入を図り、下

水道事業における維持管理業務等を広範囲にわたり民間事業者に委ねることで、次のような効果

が得られると期待しています。 

 

ウォーターPPP 導入により想定されるメリット 

岡谷市 民間事業者 

・長期契約やパッケージ化によるスケールメ

リット 

・長期契約による業務量及び雇用の安定化 

・民間ノウハウの活用による業務の効率化 ・性能発注による民間の創意工夫と効率的な 

業務実施によるコスト縮減 

・発注業務負担軽減 ・契約手続きの負担軽減 

・維持管理情報を反映した計画的・効率的な

点検・調査 

・長期大口契約による経費の縮減 

 

5. 今後のスケジュール（想定） 

ウォーターPPP 導入に向け、現状で想定しているスケジュールの大要は以下のとおりです。 

 

日程 内容 

令和 7 年度 導入可能性調査 

令和 8 年度 契約手続き準備 

令和 9 年度 契約手続きの実施、契約（引継ぎ期間を含む） 

令和 10 年度 WPPP 事業開始（予定） 
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6. 参考資料 

6.1 公共下水道事業の概況 

岡谷市の公共下水道事業は、昭和 47 年度に基本計画を策定し、昭和 49 年度に建設工事に着手、

昭和 54 年 10 月の供用開始以来、諏訪湖流域関連公共下水道の一つとして、総合的な見地から策

定された基本的な構想に基づき、生活環境の改善を図り、快適な都市生活を営む近代的都市の発

展に資するものとして整備を行ってきた。 

令和 6 年度末では、全体計画面積 1,636ha に対し、1,460.59ha(約 89%)が整備され、普及率は

99.7%となっている。 

 

図 6-1 下水道計画区域図（汚水） 
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図 6-2 下水道計画区域図（雨水） 
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表 6-1 下水道事業計画（1） 
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表 6-2 下水道事業計画（2） 
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表 6-3 下水道事業計画（3） 
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表 6-4 下水道事業計画（4） 
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表 6-5 下水道事業計画（5） 
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表 6-6 下水道マンホールポンプリスト 
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図 6-3 下水道マンホールポンプ位置図 
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6.2 公共下水道事業決算書（抜粋） 

表 6-7 令和 6 年度 収益的支出（1） 
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表 6-8 令和 6 年度収益的支出（2） 
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表 6-9 令和 6 年度収益的支出（3） 
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表 6-10 令和 6 年度維持工事・業務概要 
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表 6-11 令和 6 年度 資本的支出 
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表 6-12 令和 6 年度 建設改良工事概要（1） 
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表 6-13 令和 6 年度 建設改良工事概要（2） 
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6.3 ウォーターPPP の概要 

内閣府は、PPP（官民連携・公民連携）/PFI 手法の推進を通じて、新たな事業機会の創出や

民間投資の喚起による経済成長を実現していくとし、第 19 回民間資金等活用事業推進会議（令

和５年 6 月 2 日）において、「PPP/PFI 推進アクションプラン（令和 5 年改定版）」を決定し

た。この中で、水道、工業用水道、下水道について、PPP/PFI 推進アクションプラン期間の 10

年間(R4～R13)において、コンセッションに段階的に移行するための官民連携方式（管理・更新

一体マネジメント方式）を公共施設等運営事業（コンセッション）と併せて「ウォーターPPP」

として導入拡大を図ることとしている。 

「下水道分野におけるウォーターPPP ガイドライン 2.0 版」（令和 7 年 4 月発行、国土交通

省水管理・国土保全局）（以下：ガイドラインとする）では、「ウォーターPPP は、コンセッシ

ョン方式（レベル 4）と、管理・更新一体マネジメント方式（レベル 3.5）の総称である。」と

している。 

レベル 4 は、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したま

ま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式である。 

レベル 3.5 は、レベル 4 に準ずる効果が期待できる官民連携方式として、また、水道、下水

道、工業用水道分野において、レベル 4 に段階的に移行するための官民連携方式として、長期

契約で管理と更新を一体的にマネジメントする方式である。複数年度・複数業務による民間委

託（レベル 1～3）とレベル 4 の間に位置することから、「レベル 3.5」と呼ばれる。 

 

 

出典：「ウォーターPPP の概要」内閣府 

図 6-4 ウォーターPPP の概要 
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ウォーターPPP のうち、レベル 3.5 は①長期契約（原則 10 年）、②性能発注、③維持管理と

更新の一体マネジメント、④プロフィットシェアの 4 要件をすべて充足する民間委託である。 

【レベル 3.5 の 4 要件について】 

・要件①長期契約（原則 10 年） 

レベル 3.5 の事業期間は包括的民間委託（レベル 1～3）で一般的な 3～5 年間よりも長い 10

年間が原則である。これはレベル 3.5 がレベル 4 に準ずる効果が期待できる官民連携方式と位

置づけられ、特に、更新（改築）投資による維持管理上の効果が発現する必要最小限の事業期

間が設定されたものである。 

 

・要件②性能発注 

レベル 3.5 では性能発注が原則となる。 

性能発注は、管理者が求めるサービス水準を明らかにし、受託者が満たすべき水準の詳細を

規定した委託のことであり、仕様発注よりも性能発注の方が「民間の創意工夫の発揮」が実現

しやすくなるとされる。 

なお、管路については、移行措置として、仕様発注から開始し、詳細調査や更新等を実施し

た箇所から段階的に性能発注に移行していくことも可能である。ただし、段階的な移行は、10

年の事業期間中の移行を想定している。 

 

・要件③維持管理と更新の一体マネジメント 

維持管理と更新を一体的に最適化するための方式として、維持管理と更新を一体的に実施す

る「更新実施型」と、更新計画案の作成やコンストラクションマネジメント（CM）により地方

公共団体の更新を支援する「更新支援型」を基本とする。 

 

 

出典：「下水道分野におけるウォーターPPP ガイドライン 2.0 版」国土交通省に加筆 

図 6-5 更新実施型と更新支援型のイメージ  
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出典：「下水道分野におけるウォーターPPP ガイドライン 2.0 版」国土交通省 

図 6-6 維持管理と更新の一体マネジメントの趣旨 

 

上図のとおり、維持管理と更新を一体で実施していくことは、①受託者は維持管理上の気づ

き等を更新計画案に反映し、②管理者が確認の上、管理者／受託者が改築を実施し、③この結

果、維持管理の効率や効果が向上（例えば、費用縮減）することを事業期間中、繰り返すイメ

ージであり、更新計画案は、受託者が作成し、管理者の確認を経て、管理者が策定するストッ

クマネジメント計画になりうるものが想定されている。 

 

・要件④プロフィットシェア 

レベル 3.5 のプロフィットシェアとは、事業開始後もライフサイクルコスト縮減の提案を促

進することであり、ここでの「プロフィット」とは「費用縮減分」をいう。「シェア」は、費用

縮減分を官民で分配することであり、割合（比率）は管理者の任意である。 

なお、更新実施型でも更新支援型でもプロフィットシェアの仕組みを導入することが必要と

なるが、仕組みの導入で要件は充足し、発動の有無は問わない。 

 

図 6-7 ウォーターPPP におけるプロフィットシェアの趣旨 


